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 2026 年 5 月 14 日 

各      位 

 

会 社 名 株 式 会 社 名 村 造 船 所 

代表者名 代表取締役社長   名 村  建 介 

（コード番号 7014 スタンダード市場） 

問合せ先 取締役兼常務執行役員経営業務本部長  

向   周 

（TEL   06 － 6543 － 3561） 

 

当社株式等の大規模買付等に関する対応方針（買収への対応方針）の更新について 

 

当社は、2008 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号に規定され

るものをいい、以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、この基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み（会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2)）として、当社株式等の大量取得行為に

関する対応策を導入することを決定し、同年 6 月 26 日開催の第 109 回定時株主総会におい

て株主の皆様にご承認をいただいております。また、その後は直近では 2023 年 6 月 23 日

開催の第 124 回定時株主総会においても、株主の皆様から継続のご承認をいただいてまい

りました。（以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。） 

現プランは、その有効期間が第 124 回定時株主総会後 3 年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされているため、当社は、社会・経済

情勢の変化等を勘案しつつ、企業価値の向上ひいては株主共同の利益の保護の観点から、

更新の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。かかる検討の結果、本日開

催の当社取締役会において、2026 年 6 月 23 日開催の第 127 期事業年度に係る当社定時株主

総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で株主の皆様のご承認が得られることを条件

として、以下のとおり現プランを一部変更した上で、更新すること（以下「本更新」とい

い、本更新により導入される当社株式等の大規模買付等（後記三 2.(2)(a)で定義します。

以下同じです。）に関する対応方針を以下「本方針」といいます。）を決定しましたのでお

知らせいたします。なお、本方針に関する上記決定を行った取締役会では、社外取締役 3

名を含む当社取締役全員の賛成により承認されるとともに、社外監査役 2 名を含む当社監

査役 4 名全員が出席し、本方針が適正に運用されることを条件に賛同する旨の意見を述べ

ております。 

本更新に当たり、名称を当社株式等の大規模買付等に関する対応方針（買収への対応方

針）に変更するとともに、近時の買収への対応方針に関する裁判例や実務動向等を踏まえ、

主に以下の点を変更しておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 

① 本方針の適用対象となる「大規模買付等」の定義を一部見直しました。 
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② 本方針で定義される大規模買付者を含む「特定株主グループ」の認定の基準となる「こ

れらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同ないし協調して行動する者」、「大

規模買付者等」に該当するかの前提となる「大規模買付等」の基準となる「一方が他

方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を構築す

るあらゆる行為」、及び「非適格者」の一類型である「関連者」の認定の基準となる「実

質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者ま

たはその者と実質的に協調して行動する者」に当たるか否かを判定する際に用いる基

準として、別紙４の「共同協調行為等認定基準」を作成いたしました。 

③ 本方針の発動に係る手続を一部見直しました。 

④ 新株予約権の無償割当ての要件を一部見直しました。 

⑤ その他、一部語句の修正、文言の整理等を行いました。 

なお、2026 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「当社の大株主の状

況」のとおりです。また、本日現在、当社に対し、当社の賛同を得ない当社株式等の大規

模買付等に関する提案はなされておりません。 

 

一 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務お

よび事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であ

る必要があると考えています。 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株

主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式

等の大規模買付等であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あれば、これを否定するものではありません。 

しかしながら、株式等の大規模買付等の中には、その目的等から見て企業価値や株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要する

おそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検

討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供し

ないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者

との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さない

ものも少なくありません。 

特に、当社株式等の大規模買付等を行う者が、当社グループの財務および事業の内容

を理解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解した上で、それを中長期的に

確保し、向上させられるものでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀

損されることになります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付等を行う

者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このよう

な者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企
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業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

 

二 当社の企業価値の源泉および基本方針の実現に資する特別な取組み 

 (1) 当社の企業価値の源泉について  

当社は、1911 年（明治 44 年）の創業以来今日まで、「存在感」を企業理念として、

船舶の製造を基軸とした事業活動を営んでおります。 

その間、顧客のニーズに応えた高品質の船舶を長年にわたり安定的に製造・供給

することを基軸とする経営を続けることにより顧客の信頼を獲得し、お客様の様々

な個別のニーズにお応えできる幅広い製造能力を保持することにより受注の維持・

拡大を図る一方、高品質な製品供給の前提となる資機材を安定的に調達できる体制

を整え、製造拠点における生産効率の向上を図ること等により、全社一丸となって

企業価値の向上に努めてまいりました。  

当社の企業価値の源泉は、具体的には以下の点にあると考えております。 

第一に、わが国の主要海運会社をはじめとする国内外の顧客との長期的視野に立

った緊密な相互信頼関係にあります。この相互信頼は、納期遵守や品質管理等への

信頼はもとより、双方の中・長期的発展を志向した取引関係を長年にわたって堅持

することではじめて得られたものであり、今後も相互信頼関係を維持発展させると

いう方針の維持とその努力が不可欠であります。このような信頼関係は、後述の製

造面の信頼に加えて営業方針を含む当社経営方針そのものに由来するものであると

認識しております。 

第二に、高品質の製品を安定的に供給するためには、わが国の大手製鉄会社をは

じめとする舶用資機材供給者との信頼関係に基づく中・長期的かつ安定的な取引関

係が重要です。特に、新造船事業においては、船種等により異なりますが、受注か

ら引渡しまで 3 年から 5 年超を要することがあり、その間、鋼材をはじめとする資

機材を適時に適切な価格で安定的に確保・調達することが当社製品の安定供給、品

質の確保および収益性の維持のために極めて重要となります。舶用資機材供給者を

はじめとした取引先との間の長年の取引により育まれた信頼関係や安定的な取引関

係があってこそ、適切な資機材の安定的な確保・調達が可能となります。 

第三に、顧客ニーズを的確に捉えた高品質な製品を開発・受注・製造するための、

開発力・技術力および生産管理ノウハウです。特に、当社の船舶の製造は個々の顧

客ニーズに対応することが要求される単品受注生産であるため、受注の維持・拡大

を図るためには、顧客の個別のニーズを的確に捉え商品として具現化する開発力・

設計力、溶接等の従業員（特に熟練工）の特殊技能等に代表される技術力、生産計

画どおりに操業を進める生産管理力が必要不可欠であります。当社がこうした技術

力・ノウハウを維持し、さらに発展させていくためには、技術力を有する従業員の

確保に加え、長年にわたる経験と的確な状況判断力を有するベテラン従業員から若

手従業員への指導と技術・技能の伝承が必要です。 

第四に、地域社会との良好な相互関係が重要です。当社は、1974 年に佐賀県の伊
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万里市に進出して以来、周辺の大学からの専門的技術者の採用や地元高校等からの

継続的な人材採用により、働き甲斐のある職場を提供しております。また、当社は、

地域活動への積極的な参加・協賛を重ねることにより、地域社会の発展に良き企業

市民として貢献しております。こうした地域社会との良好な相互関係を維持発展さ

せる姿勢と伝統が、当社の技術力や顧客・取引先との信頼関係を基礎付け、ひいて

は企業価値を向上させるための重要な一要素となっております。 

以上のように、当社は、顧客、舶用資機材供給者などの取引先、従業員も含めた

ステークホルダーを対象として包含する「顧客信頼度」というキーワードを掲げて

経営を続けております。 

 

(2) 企業価値向上のための取組み  

当社グループは 2024 年度以降の中期経営計画等を策定しており、その中で、新造

船事業を中心とする既存中核事業の深化と、長期的な成長に向け新たな事業展開も

含めた進化への戦略を示しています。特に新造船事業においては、今後の新造船市

場の成長を見据え、環境対応船の需要増加に対応可能な技術開発や、効率的な生産

拡大を可能とするスマートファクトリー化などを展開していきます。また、修繕船

事業においても需要の増加に積極的に対応していくほか、鉄構・機械事業などにつ

いても基盤強化を図ることで、収益力のさらなる拡大・強化を図ってまいります。 

当社は、今後とも株主はもとより顧客・取引先・従業員などの様々なステークホ

ルダーと良好な関係を維持・発展させて経営基盤を強化し、企業価値の向上・株主

共同の利益の確保を図ってまいります。 

 

(3) コーポレート・ガバナンスの強化 

当社は法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っ

ており、適法・適正かつ透明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社

会の信頼を得ることが企業の発展と企業価値の向上に繋がるものと確信しておりま

す。 

このような考えの下、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライ

アンスの推進・実行を図るため、グループ全体に適用する「名村造船所グループ行

動憲章」を制定し、さらなる企業倫理の確立と社会的責任の遂行に努めております。 

また、コンプライアンスとそのリスク管理、財務報告の適正性等の促進に関して

は、グループＥＳＧ委員会および当社・函館どつく株式会社・佐世保重工業株式会

社の各社にＥＳＧ委員会を設置し、内部監査室とともに、内部統制システムの評価

およびその維持・改善をおこなっています。また、これらグループＥＳＧ委員会等

においては、気候変動・人権・人材開発等を含めたサステナビリティ課題全般に対

する当社の社会的役割を果たすための取り組みを進めています。これら活動により

2024 年度には「名村造船所グループ人権方針」を定めています。 

当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状
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況は次の通りであります。 

取締役会は、原則として毎月１回、監査役出席の下、重要な業務執行について、

適法性、妥当性、効率性、戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽

くした後に決するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、独立性

の高い社外取締役を３名選任し、当社経営の意思決定の妥当性および当社経営に対

する監督の有効性を確保しております。さらに、取締役会は実効性についての評価・

分析を毎年実施することとし、評価・分析の結果を今後の改善につなげます。 

また、執行役員制度を採用して、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分

離・強化することで迅速な意思決定と事業遂行を実現し、企業価値の最大化を目指

しております。 

さらに執行役員会を原則として月１回執りおこない、経営に関する重要業務の執

行に関する審議を尽くしております。 

企業グループの経営状況の監督については、担当の取締役または執行役員が往査

するほか、各社の経営状況を 3 ヶ月に 1 回執行役員会の場で担当の取締役または執

行役員より、また、6 ヶ月に 1 回開催される部長・関係会社報告会の場でグループ各

社の代表者より報告せしめ、実態の把握と的確な経営管理および業務執行を監督・

指導しております。 

監査役の業務監査および会計監査については、常勤監査役が執行役員会、部長会

等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続につい

ても審議段階から意見を述べることができることとし、監査機能の強化を図ってお

ります。なお、会計監査人から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情

報・意思の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連携をとっております。

また、監査役２名が非常勤の社外監査役であり、社外監査役と当社の間に取引関係

その他利害関係はありません。 

また、当社では、指名・報酬委員会を設置しております。当社の指名・報酬委員

会は、取締役の選任および待遇に関する事項のほか、取締役会として備えるべき機

能に関する事項につき、取締役会に対して助言します。指名・報酬委員会の委員の

過半数は独立社外取締役となっており、取締役会からの独立性を有しております。

この委員会の活動を通じて、企業統治に関する透明性の向上を図ります。 

なお、現プランの有効期間中に実施した、コーポレート・ガバナンス強化の主な

取組みの内容は、以下の通りです。 

コーポレート・ガバナンス強化の主な取組み 

年度 主な取組みの内容 

2025 年度 独立社外取締役を 2 名から 3 名に増員 

女性の社外取締役を 1名選任 

役員報酬の方針を一部改定 
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三 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み 

1. 本方針の目的 

本方針は、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益を確保することを目的とし

て、上記一に記載した基本方針に沿って更新されるものです。 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資

さない大量取得を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として

不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務およ

び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に

反する大量取得を抑止するためには、当社株式等に対する大量取得が行われる際に、

当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量

取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の

皆様のために買収者との交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠である

と判断しました。 

そこで、当社取締役会は、本定時株主総会において本方針について株主の皆様の意

思をご確認させて頂く予定であり、本定時株主総会で本方針について株主の皆様のご

承認が得られなかった場合には、本方針は直ちに廃止されるものとします。 

 

2. 本方針の内容 

(1) 本方針の概要 

(a) 目的 

本方針は、当社株式等の大量取得が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断を

するために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、大規模買付者等との交

渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する

大規模買付等を抑止し、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益を確保する

ことを目的としています。 

 

(b) 手続の設定 

本方針は、当社株式等の大規模買付等をしようとする者が現れた際に、買収者に

事前の情報提供を求める等、上記(a)の目的を実現するために必要な手続を定めて

います。また、大規模買付等は、本方針に係る手続が開始された場合には、当社

取締役会または株主総会において本方針の発動をしない旨の決議がなされるまで

の間、大規模買付等を実行してはならないものとしています（詳細については下

記(2)「本方針の発動に係る手続」をご参照下さい。）。 

 

(c) 新株予約権の無償割当てによる本方針の発動 

大規模買付等をしようとする者が本方針において定められた手続に従うことな

く当社株式等の大規模買付等を行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対
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する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等（その要件の詳細については下記

(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参照下さい。）には、当社は、大規

模買付等を行おうとする者を含む非適格者（後記三 2.(4)(g)で定義します。以下

同じです。）による権利行使は認められないとの行使条件および当社が非適格者以

外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付さ

れた新株予約権（その主な内容は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」に

おいて述べるものとし、以下これを「本新株予約権」といいます。）を、その時点

の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てま

す。 

本方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による

取得に伴って非適格者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、非適

格者の有する当社の議決権割合は、最大 2 分の 1 まで希釈化される可能性があり

ます。 

 

(d) 本方針の合理性を高める仕組みの設定 

本方針に従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断に

ついては、取締役の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外取締役等から構

成される独立委員会（その詳細については下記(6)「独立委員会の設置」をご参照

下さい。）の客観的な判断を経ることとしています。 

また、当社取締役会は、これに加えて、本方針に定めるところに従い、必要に応

じて、株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様

の意思を確認することを予定しています（その詳細については下記(2) 「本方針

の発動に係る手続」(e)をご参照下さい。）。さらに、こうした手続の過程について

は、株主の皆様への情報開示を通じてその透明性を確保することとしています。 

 

(2) 本方針の発動に係る手続 

(a) 対象となる大規模買付等 

本方針は、以下の①、②または③に該当する行為もしくはこれに類似する行為ま

たはこれらの提案1（当社取締役会が別途認めたものを除くものとし、以下「大規

模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行

おうとする者（以下「大規模買付者等」といいます。）には、予め本方針に定めら

れる手続に従っていただくこととします。 

 

 

 

 

 
1 「提案」とは、第三者に対する勧誘行為を含みます。 
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① 特定株主グループ2の議決権割合3を 20%以上とすることを目的とする当社株式

等 の買付行為（公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。） 

② 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となるような当社株式等

の買付行為（公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。） 

③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定

株主グループが、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③にお

いて同じとします。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として

当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合

意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方

が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関

係 4を構築するあらゆる行為 5（但し、当社が発行者である株式等につき当該特

 
2 「特定株主グループ」とは、(i)当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいいま

す。以下別段の定めがない限り同じです。）の保有者（同法第 27 条の 23 第１項に規定する保有者をいい、同条第

３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。）及びその共同保有者（同法

第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。

以下別段の定めがない限り同じです。）、(ii)当社の株券等（同法第 27 条の２第１項に規定する株券等をいいま

す。）の買付け等（同法第 27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるも

のを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下

別段の定めがない限り同じです。）、(iii)上記(i)または(ii)の者の関係者（これらの者との間にファイナンシャ

ル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を

共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザーもしくはこれらの者が実質的に支配

しまたはこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループ

をいいます。）ならびに(iv)上記(i)ないし本(iv)に該当する者から市場外の相対取引は東京証券取引所の市場内

立会外取引（ToSTNeT-１）により当社の株券等を譲り受けた者を意味します。以下別段の定めがない限り同じと

します。なお、本方針において引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を

含みます。）があった場合には、本方針において引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を

除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものと

します。 
3 「議決権割合」とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株券等の

保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に規定する株券

等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有

株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。以下別段の定めがない限り同じです。）または(ii)

特定株主グループが当社の株券等（同法第 27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等を行う者

及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第 27 条の２

第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下別段の定めがない限り同じです。）の合計をいいます。かかる

議決権割合の計算上、(ｲ)同法第 27 条の２第７項に定義される特別関係者、(ﾛ)当該特定の株主との間でファイナ

ンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関ならびに当該特定の株主の

公開買付代理人、主幹事証券会社、弁護士、会計士、税理士その他のアドバイザー、ならびに(ﾊ)上記(ｲ)ないし

本(ﾊ)に該当する者から市場外の相対取引または東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-１）により当社株

券等を譲り受けた者は、本方針においては当該特定の株主の共同保有者とみなします。また、かかる議決権割合

の計算上、共同保有者（本方針において共同保有者とみなされるものを含みます。以下同じです。）は、本方針に

おいては当該特定の株主の特別関係者とみなします。株券等保有割合または株券等所有割合の算出に当たっては、

発行済株式の総数（同法第 27条の 23 第４項に規定するものをいいます。）及び総議決権の数（同法第 27条の２

第８項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に

提出されたものを参照することができるものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。 
4 本文の③に定める関係が構築されたか否かの判定は、共同協調行為等認定基準（別紙 4。但し、独立委員会は

、法令の改正または裁判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。）に基づ

いて行うものとします。 
5 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします。かかる判断

に当たっては、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件

に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあ

ります。 
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定株主グループと当該他の株主の株券等保有割合の合計が 20%以上となるよう

な場合に限ります。） 

 

(b) 大規模買付者等に対する情報提供の要求 

大規模買付等を行う大規模買付者等は、当該大規模買付等に先立ち、当社に対し

て、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）および当該大規

模買付者等が大規模買付等に際して本方針に定める手続を遵守する旨の誓約文言

等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社の定める書式によ

り日本語にて当社取締役会へ提出していただきます。なお、大規模買付者等から

書面による要請を受けた場合には、買付説明書の書式を当該要請から 10 営業日以

内に送付いたします。 

独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判

断した場合には、大規模買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、追加的に情

報を提供するよう求めることがあります。この場合、大規模買付者等においては、

当該期限までに、かかる情報を当社取締役会および独立委員会双方に追加的に提

供していただきます。 

記 

① 大規模買付者等およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファ

ンドの場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、

沿革、資本構成、財務内容、役員の氏名、職歴及び所有する株式又は持分の

数・割合、経営成績（法令違反をしたことがある場合や法令遵守に関して監

督官庁から指導等を受けたことがある場合はその具体的内容等を含みま

す。）その他の経理の状況、当該大規模買付者等による大規模買付等と同種

の過去の取引の詳細、その結果対象会社の企業価値に与えた影響等を含みま

す。） 

② 大規模買付等の目的、方法および内容（大規模買付等の対価の価額・種類、

大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付等の方法の適法性、

大規模買付等の実行の可能性等を含みます。） 

③ 大規模買付等の価格の算定の経緯・根拠（算定主体の名称、算定の前提とな

る事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付等に係る

一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容（そのうち少数株

主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）およびその算定根拠等

を含みます。） 

④ 大規模買付等の資金の裏付け（大規模買付等の資金の提供者（実質的提供者

を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

⑤ 大規模買付者等と第三者との間の当社の株式等に関する合意（締結日、相手

方およびその具体的内容を含みます。また、現に存在する合意だけでなく、

今後締結を予定している合意も含みます。） 
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⑥ 支配権取得又は経営参加を大規模買付等の目的とする場合には、大規模買付

等の後における当社や当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および

配当政策 

⑦ 純投資又は政策投資を大規模買付等の目的とする場合には、大規模買付等の

後の当社株式等の保有方針、売買方針その他の投下資本の回収方針及び議決

権の行使方針並びにそれらの理由。長期的な資本提携を目的とする政策投資

として大規模買付等を行う場合には、その必要性 

⑧ 重要提案行為等6を行うことを大規模買付等の目的とする場合又は大規模買

付等の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行

為等の目的、内容、必要性及び時期並びにいかなる場合において当該重要

提案行為等を行うかに関する情報 

⑨ 大規模買付等の後、当社の株式等をさらに取得する予定がある場合には、

その理由及びその内容 

⑩ 大規模買付等の後、当社の株式等が上場廃止となる見込みがある場合には

、その旨及び理由 

⑪ 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合に

は、その目的及び内容並びに当該第三者の概要 

⑫ 大規模買付等の後における当社の株主、当社や当社グループの従業員、取引

先、顧客その他の当社グループに係る利害関係者に対する対応方針 

⑬ 当社の他の株主との間の利益相反が生じうる施策を行うことを予定してい

る場合には、当該利益相反を回避するための具体的方策 

⑭ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

(c) 大規模買付等の内容の検討・大規模買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、大規模買付者等から買付説明書および独立委員会が追加的に

提出を求めた情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、

適宜回答期限を定めた上、大規模買付者等の大規模買付等の内容に対する意見

（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）およびその根拠

資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提供

するよう要求することができます。 

② 独立委員会による検討等 

独立委員会は、大規模買付者等から買付説明書および独立委員会が提出を求

めた情報（もしあれば）が提出されてから、対価を金銭（円貨）のみとし当社

株式等の全てを対象とする公開買付けによる大規模買付等の場合には最長 60 日、

その他の大規模買付等の場合には最長 90 日が経過するまでの間（以下「独立委

 
6 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1項の重要提案行為等を意味します。以下、別段の定めがない限り同じです。 
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員会検討期間」といいます。）、上記①に従い取締役会の意見およびその理由な

らびに代替案（もしあれば）等を受領した上、大規模買付等の内容の検討、大

規模買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較

検討、および当社取締役会の提示する代替案の検討等を行います。また、独立

委員会は、当社の企業価値の向上・株主共同の利益の確保という観点から当該

大規模買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接または間接に、当

該大規模買付者等と協議・交渉等を行い、または当社取締役会の提示する代替

案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。 

独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フ

ァイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。大規模買付者

等は、独立委員会が、直接または間接に、検討資料その他の情報提供、協議・

交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。 

③ 情報開示 

当社は、大規模買付者等から買付説明書が提出された旨、独立委員会検討期

間が開始した旨および本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断

する事項について、東京証券取引所の適時開示規則に従い独立委員会が適切と

判断する時点で情報開示を行います。 

 

(d) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、大規模買付者等が現れた場合には、以下のとおり当社取締役会に

対する勧告等を行うものとします。独立委員会が当社取締役会に対して下記①な

いし③に従った勧告等を行った場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、

当社は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会

検討期間を延長する場合にはその期間および理由を含みます。）について、速やか

に情報開示を行います。 

① 本方針の発動を勧告する場合 

独立委員会は、大規模買付者等による大規模買付等が下記(3)「本新株予約権

の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償

割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間

の開始または終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無

償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。 

ただし、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした

後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の

無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償

割当てを中止し、または本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行使期間

開始日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)に定義されます。）の
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前日までにおいては本新株予約権を無償にて取得すべき旨の新たな勧告を行う

ことができるものとします。 

(i)当該勧告後に大規模買付者等が大規模買付等を撤回した場合その他大

規模買付等が存しなくなった場合 

(ii)当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付者

等による大規模買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」

に定める要件のいずれにも該当しないか、または該当しても本新株予約

権の無償割当てを実施することもしくは行使もしくは株式の交付と引

換えでの当社による取得を認めることが相当でない場合 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行

うに際し、予め当該実施に関して株主総会（以下「株主意思確認総会」といい

ます。）の承認を得るべき旨の留保を付すこともできるものとします。 

② 本方針の不発動を勧告する場合 

独立委員会は、大規模買付者等の大規模買付等の内容の検討、大規模買付者

等との協議・交渉等の結果、大規模買付者等による大規模買付等が下記(3)「本

新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないまたは

該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当でないと判断した

場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、

本新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。 

ただし、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をし

た後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、下記(3)「本

新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予

約権の無償割当てを実施することが相当であると判断するに至った場合には、

本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の新たな勧告を行うことができるも

のとします。 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の終了時までに、本新株予約権の無

償割当ての実施または不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、

大規模買付者等の大規模買付等の内容の検討・代替案の検討・大規模買付者等

との交渉等に必要とされる合理的な範囲内（ただし、30日を上限とするものと

します。）で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。この場合、

当社は、当該延長の理由および延長期間について、速やかに情報開示を行いま

す。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き

続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割

当ての実施または不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。 

 

(e) 取締役会の決議、株主意思確認総会の招集 
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当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割

当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行う

ものとします。 

ただし、当社取締役会は、独立委員会の勧告の理由が下記(3)(d)に該当すること

である場合及び独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に関して株主意思

確認総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合には、実務上可能な限り最短の

期間で株主総会を開催できるように、独立委員会における手続に加えて、速やか

に株主意思確認総会を招集し、本新株予約権の無償割当てに関する議案を付議し

ます。株主意思確認総会が開催された場合、当該株主意思確認総会において本新

株予約権の無償割当ての実施または不実施等についての決定を行うものとします。

また、当社取締役会は、株主意思確認総会が本新株予約権の無償割当てを実施す

ることを否決する決議をした場合には、本新株予約権の無償割当ては実施しませ

ん。大規模買付者等ならびにその共同保有者および特別関係者は、当社取締役会

が本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うか、株主意思確認総会

において本新株予約権の無償割当ての実施に係る議案が否決されるまでの間、大

規模買付等を実行してはならないものとします。なお、当社取締役会は、当社取

締役会において株主意思確認総会を招集する旨の決議を行った場合または当社取

締役会もしくは株主意思確認総会において本新株予約権の無償割当ての実施もし

くは不実施に関する決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会

が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、大規模買付者等による大規模買付等が下記のいずれかに該当し本新株予

約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記(2)「本方針の発動

に係る手続」(e)に記載される当社取締役会または株主意思確認総会の決議により、

本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(2)「本

方針の発動に係る手続」(d)のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当

てを実施することが相当か否かについては、原則として独立委員会の勧告を経て決

定されることになります。 

記 

(a) 本方針に定める手続を遵守しない大規模買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすおそれのある大規模買付等である場合 

① 株式等を買い占め、その株式等について当社に対して高値で買取りを要求す

る行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得

する等当社の犠牲の下に大規模買付者等の利益を実現する経営を行うような

行為 
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③ 当社グループの資産を大規模買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や

弁済原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない

高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、

一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目

の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買

付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強

要するおそれのある買付等である場合 

(d) 大規模買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合

（上記(a)ないし(c)のいずれにも該当しない場合を含む。） 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本方針に基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとお

りです。 

 

(a) 本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議または株主総会決議（以下「本

新株予約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割

当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点に

おいて当社の有する当社株式の数を控除します。）に相当する数を上限とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された当社以外の株

主に対し、その有する当社株式 1 株につき原則として本新株予約権 1個の割合で、

本新株予約権を割り当てます。 

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個の目的である当社普通株式の数（以下「対象株式数」といいま

す。）は、原則として 1株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限とし、本新株

予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 
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(f) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使

期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1 ヶ月間から 3 ヶ月間まで

の範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。ただし、

下記(i)項の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本

新株予約権の行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最

終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、

その前営業日を最終日とします。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者7、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)大規模買付者等、

(Ⅳ)大規模買付者等の共同保有者および特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ない

し(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り

受けもしくは承継した者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連

者 8（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。）は、原

則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、

本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として

本新株予約権を行使することができません（ただし、非居住者の保有する本新株

予約権も適用法令に従うことを条件として、下記(i)項②のとおり、当社による当

社株式を対価とする取得の対象となります。）。さらに、本新株予約権の行使条件

を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含

む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使すること

ができません。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得

することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定

 
7 原則として、当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が 20%以上である者（当

社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有

することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとします。本書に

おいて同じとします。 
8 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある

者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、またはその者と実質的に協調して行動する者と

して当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支

配している場合」（会社法施行規則第 3条第 3項に定義されます。）をいいます。「関連者」に当たるか否かの判定

は、共同協調行為等認定基準（別紙 4。但し、独立委員会は、法令の改正または裁判例の動向等に照らして、合

理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。）に基づいて行うものとします。 
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める日の到来をもって、本新株予約権無償割当て決議で定めるところに従い、本

新株予約権全てを無償で取得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、非適格者以外の者が有

する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの

全てを取得し、これと引き換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数に相当す

る数の当社株式を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格

者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた

日より後の当社取締役会が定める日の到来をもって、当該者の有する本新株予約

権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、

これと引き換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数に相当する数の当社株式

を交付することができるものとし、その後も同様とします。なお、上記(g)項(Ⅰ)

ないし(Ⅵ)に該当する者に対しては、それらの者が保有する新株予約権の対価と

して金員等の交付を行わないものとします。 

③ ①および②のほか、本新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、

本新株予約権無償割当て決議において定めることがあります。 

 

(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交

付 

本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

 

(k) 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 

 

(l) その他 

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決

議において別途定めるものとします。 

 

(5) 本方針の有効期間、廃止および変更 

本方針の有効期間および本方針に係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の

決定権限の委任期間（以下、単に「有効期間」といいます。）は、本定時株主総会後

3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

更新するものとします。 

ただし、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において、本方針を

廃止する旨もしくは本方針に係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定に

ついての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、当社

取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本方針はその時点

で廃止されるものとします。 
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また、当社取締役会は、本方針の有効期間中であっても、本方針に関する法令、

金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映す

るのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である

場合、または当社株主に不利益を与えない場合等本定時株主総会の決議による委任

の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本方針を修正し、また

は変更する場合があります。 

当社は、本方針が廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または

変更の事実および（修正・変更の場合には）修正・変更の内容その他の事項につき、

必要に応じて情報開示を速やかに行います。 

 

(6) 独立委員会の設置 

当社は、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本方針の発動等の運

用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。

独立委員会の委員は、社外取締役 3 名、社外監査役 1 名および社外有識者（補欠監

査役）1 名から構成される予定です（独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議

事項等については、別紙 2「独立委員会規則の概要」のとおりであり、独立委員会の

委員は別紙 3「独立委員会委員略歴」のとおりです。）。 

実際に大規模買付等がなされる場合には、上記(2)「本方針の発動に係る手続」に

記載したとおり、当社取締役会は独立委員会の判断を最大限尊重して会社法上の機

関としての決議を行うこととします。ただし、当社取締役会は、大規模買付者等に

よる大規模買付等の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の上、実務上相当と認

める場合には、独立委員会における手続に加えて、株主意思確認総会を招集し、本

新株予約権の無償割当てに関する議案を付議する場合があります。 

 

(7) 法令の改正等による修正 

本方針で引用する法令の規定は、2026 年 5 月 14 日現在施行されている規定を前提

としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設または

改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な

範囲内で読み替えることができるものとします。 

 

3. 株主および投資家の皆様への影響 

(1) 本方針の更新にあたって株主および投資家の皆様に与える影響 

本方針の更新にあたっては、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。ま

た、本定時株主総会においては、本新株予約権に関する新株予約権無償割当ての決

定権限を取締役会に対して委任していただくことを付議しますが、本定時株主総会

における決議により本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主およ

び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 
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(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響 

(i) 本新株予約権の無償割当ての手続 

当社取締役会または当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を行

った場合には、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この

場合、割当期日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆

様（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、その有する当社株式 1 株につき

原則として本新株予約権 1 個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられま

す。なお、割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日にお

いて、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要

です。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、

上記 2.(2)「本方針の発動に係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を最大

限尊重し、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおい

ては本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権の無償割当ての効

力発生日以降行使期間開始日の前日までにおいては本新株予約権全てについてこ

れを無償で取得する場合があります。これらの場合には、当社株式 1 株当たりの

価値の希釈化は生じませんので、こうした希釈化が生じることを前提に売買を行

った投資家の皆様は、株価の変動により相応の影響を受ける可能性があります。 

 

(ii) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書

（行使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日、振替株

式の振替を行うための口座等の必要事項ならびに株主の皆様ご自身が本新株予約

権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約

文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使

に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様にお

いては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、原則と

して、本新株予約権 1 個当たり 1 円を下限とし、本新株予約権無償割当て決議に

おいて定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、1

個の本新株予約権につき原則として 1 株の当社株式が発行されることになります。 

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭

の払込を行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その

保有する当社株式が希釈化することになります。 

ただし、当社は、下記(iii)に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆

様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付することがあり

ます。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本

新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領する

こととなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 
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(iii) 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、非適格者以外の株主

の皆様から本新株予約権を取得し、これと引き換えに当社株式を交付することが

あります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むこと

なく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1 個の本新株予約権に

つき原則として 1 株の当社株式を受領することになります。ただし、この場合、

かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保

証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書をご提出

いただくことがあります。 

なお、本新株予約権無償割当て決議において、その他の本新株予約権の取得に

関する事項等について規定される場合には、当社は、かかる規定に従った措置を

講じることがあります。 

上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につ

きましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に

対して情報開示または通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 

 

四 上記各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

1. 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記二の取組み）について 

上記二に記載した企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化と

いった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるた

めの具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。 

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するもの

であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

2. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み（上記三の取組み）について 

 

(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること 

本方針は、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等

に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案

するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者等と

交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。 
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(2) 当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由により、本方針は、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えており

ます。 

 

①  買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること 

本方針は、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した企業価値・株

主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を

充足しています。また、本方針は、企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した

「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が

2021 年 6 月 11 日に改訂した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則 1-5．い

わゆる買収防衛策」および経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に発表した「企業買収に

おける行動指針」を踏まえた内容となっております。 

 

② 株主意思を重視するものであること 

本方針は、株主の皆様の意思を反映させるため、本定時株主総会において議案と

してお諮りする予定です。本定時株主総会において、本方針につき株主の皆様のご

承認が得られた場合には、本方針はさらに 3年間更新されることになります。 

また、上記三 2.(2)「本方針の発動に係る手続」(e)にて記載したとおり、当社取

締役会は、本方針で定めるとおり、同(e)で定める場合には、本方針の発動の是非に

ついても、株主総会において株主の皆様の意思を確認することとしています。 

加えて、上記三 2.(5)「本方針の有効期間、廃止および変更」にて記載したとおり、

本方針には、当初の有効期間を本定時株主総会終結の時まで、更新された後の有効

期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その各有効

期間の満了前であっても、当社株主総会において、①当初の有効期間中においては、

本方針の更新に関する議案を承認しない旨の決議が行われた場合、②本方針が更新

された後においては、本方針を廃止する旨もしくは上記の委任決議を撤回する旨の

決議が行われた場合、または、③当社取締役会において本方針を廃止する旨の決議

が行われた場合には、本方針はその時点で廃止されることになります。その意味で、

本方針の消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 

 

③ 独立委員会による判断の重視と情報開示 

上記三 2.(6)「独立委員会の設置」にて記載したとおり、本方針の発動等の運用に

際しての実質的な判断は、社外取締役等のみから構成される独立委員会により行わ

れることとされています。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、

当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本方針の透明な運営が行われる仕組
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みが確保されています。 

 

④ 合理的な客観的要件の設定 

本方針は、上記三 2.(2)「本方針の発動に係る手続」(d)および上記三 2.(3)「本

新株予約権の無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的な客観的要件が充足

されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発

動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

 

⑤ 第三者専門家の意見の取得 

上記三 2.(2)「本方針の発動に係る手続」(c)②にて記載したとおり、大規模買付

者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシ

ャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含み

ます。）の助言を受けることができるものとされています。これにより、独立委員会

による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

⑥ デッドハンド型・スローハンド型の対応方針ではないこと 

上記三 2.(5)「本方針の有効期間、廃止および変更」にて記載したとおり、本方針

は、当社の株式等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選

任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止することが可能で

す。また、当社の取締役の選任時期は一致しておりませんが、その解任及び選任は

普通決議で行うことができます。よって、当社の株主の皆様は、当社定時株主総会

又は当社臨時株主総会において、普通決議により、当社取締役会の構成員の過半数

を交代させることができ、その後速やかに、交代後の当社取締役会の決議によって

本方針を廃止することができますので、本方針は、デッドハンド型の対応方針（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない対応方針）でも

スローハンド型の対応方針(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、一定期

間は廃止できない対応方針)でもありません。 

 

以上



 

 

別紙 1 

 

当社の大株主の状況 

 

2026 年 3 月 31 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 

 

株主名 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式 

（自己株式を除く。）

の総数に対する 

所有株式数の割合

（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） ６，０４５ ８．７ 

日本製鉄株式会社 ３，７７８ ５．４ 

Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＢＡＮＫ  

ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｓ．Ａ． ３８４５１３ 
２，７９９ ４．０ 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） ２，４３４ ３．５ 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ２，２３３ ３．２ 

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ  

ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３ 
２，０３７ ２．９ 

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ  

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 
１，８６２ ２．７ 

ＴＨＥ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ  

ＢＡＮＫ，Ｎ．Ａ． ＬＯＮＤＯＮ ＳＥＣＳ  

ＬＥＮＤＩＮＧ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ

１，７０７ ２．５ 

エア・ウォーター株式会社 １，６５８ ２．４ 

大和工業株式会社 １，６２６ ２．３ 

 



 

 

別紙 2 

独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、または(iii)社外の有識者のい

ずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、有識者は、実

績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計

士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者で

なければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む

契約を当社との間で締結した者でなければならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社取締

役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、社外取締役ま

たは社外監査役であった独立委員会委員が、取締役または監査役でなくなった場

合（ただし、再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同

時に終了するものとする。 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行う（ただし、①

に定める本新株予約権の無償割当ての実施につき、株主総会において別段の決議

がなされた場合には、当該決議に従う。）。なお、独立委員会の各委員および当社

各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益

に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個

人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施または不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 本方針の対象となる大規模買付等への該当性の判断 

② 大規模買付者等および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報および

その回答期限の決定 

③ 大規模買付者等の大規模買付等の内容の精査・検討 

④ 自らまたは当社取締役会等を通じた大規模買付者等との交渉・協議 

⑤ 代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑥ 独立委員会検討期間の延長 

⑦ 本方針の修正または変更に係る承認 



 

 

⑧ その他本方針において独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑨ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、大規模買付者等に対し、買付説明書の記載内容が本必要情報とし

て不十分であると判断した場合には、当社取締役会および独立委員会の双方に追

加的に情報を提供するよう求める。また、独立委員会は、大規模買付者等から買

付説明書および独立委員会から追加提供を求めた情報が提供された場合、当社取

締役会に対しても、所定の期間内に、大規模買付者等の大規模買付等の内容に対

する意見およびその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必

要と認める情報を提供するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値の向上・株主共同の利益の確保という観点から大

規模買付者等の大規模買付等の内容を改善させるために必要があれば、自らまた

は当社取締役会等を通じて、大規模買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、

当社取締役会の代替案の株主に対する提示等を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社または当社グループ会社の取締

役、執行役、従業員その他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委

員会が求める事項に関する説明を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、大規模買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を

招集することができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員の全員が出席（テレビ会議ま

たは電話会議による出席を含む。以下同じとする。）し、その過半数をもってこ

れを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が

出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 

 

以 上 



 

 

別紙 3 

 

独立委員会委員略歴 
 

本方針更新時の独立委員会の委員は、以下の５名であります。 
 
 
安酸 庸祐（やすかた ようすけ） 

１９５７年１２月生 
１９９３年 ４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 

         和田隆二郎法律事務所入所 

２００４年 ４月 ときわパートナーズ法律事務所設立（現） 

２０２４年 ６月 当社取締役に就任（現） 

２０２４年 ９月 日章興産株式会社 社外監査役（現） 

２０２４年１０月 株式会社ＬＩＭＮＯ 社外取締役（現） 

 ※安酸 庸祐氏は会社法第２条第１５号に規定される当社社外取締役であります。 

  なお、2026 年６月 23 日開催予定の当社第 127 回定時株主総会における取締役選任議案

が原案どおり承認可決されますと、同氏は社外取締役に再任されることになります。 

 

河端 瑞貴（かわばた みずき） 

１９７２年１０月生 
２００５年 ７月 東京大学空間情報科学研究センター助教授 

２００７年 ４月 東京大学空間情報科学研究センター准教授 

２０１２年 ４月 慶應義塾大学経済学部准教授 

２０１４年 ４月 慶應義塾大学経済学部教授（現） 

２０２３年 ６月 公益財団法人日本住宅総合センター評議員（現） 

２０２５年 ６月 当社取締役に就任（現） 

 ※河端 瑞貴氏は会社法第２条第１５号に規定される当社社外取締役であります。 

 

栁原 大輔（やなぎはら だいすけ） 

１９６９年 ７月生 
２００７年１０月 岡山県立大学情報工学部准教授 

２００９年 ４月 愛媛大学大学院理工学研究科准教授 

２０１６年１０月 愛媛大学大学院理工学研究科教授 

２０１７年 ９月 九州大学大学院工学研究院准教授 

２０１９年 ７月 九州大学大学院工学研究院教授（現） 

 ※栁原 大輔氏は当社の社外取締役候補者であります。 

  2026年６月23日開催予定の当社第127回定時株主総会における取締役選任議案が原案

どおり承認可決されますと、同氏は会社法第２条１５号に規定される社外取締役に選

任されることになります。 

 

 



 

 

大保 政二（だいほ まさじ） 

１９６５年 ７月生 
１９９１年 ９月 中央新光監査法人入所 
１９９９年 ３月 公認会計士登録 
２００２年 ４月 東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）入所 
２００６年 １月 大保公認会計士事務所設立 
２０２０年 ６月 当社監査役に就任（現） 

２０２２年 ６月 株式会社ユーハイム 社外取締役（現） 

２０２４年 ６月 株式会社キーエンス 社外監査役（現） 

２０２５年１０月 恵和株式会社 社外取締役（監査等委員）（現） 

※大保 政二氏は、会社法第２条第１６号に規定される当社社外監査役であります。 

 

山本 紀夫（やまもと のりお） 

 １９５２年 ６月生 

１９８１年 ４月 弁護士登録 

１９８４年 １月 坂口・山本法律事務所設立 
 １９９５年 ４月 山本法律事務所設立（２０１６年９月 山本＆パートナーズ法律事

務所に名称変更） 

 ２００６年 ６月 久留米運送株式会社 社外監査役（現） 

２０２０年 ４月 ＴＭＩ総合法律事務所福岡オフィスにパートナーとして参画（現） 

 ※山本 紀夫氏は現在会社法第３２９条３項に規定される当社補欠監査役であります。 

  なお、2026 年６月 23 日開催予定の当社第 127 回定時株主総会における補欠監査役選任

議案が原案どおり承認可決されますと、同氏は補欠監査役に再任されることになりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 4 

共同協調行為等認定基準 
 
※本基準は、本方針で定義される大規模買付者を含む「特定株主グループ」の認定に際し

て、「これらの者が実質的に支配しまたはこれらの者と共同ないし協調して行動する者」

に当たるか否かを判定するための基準、「大規模買付者等」の認定の前提となる「大規模

買付等」の認定に際して、「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他

方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を構築する

あらゆる行為」の有無を判定するための基準、及び「非適格者」の一類型である「関連

者」の認定における「実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共

同の支配下にある者またはその者と実質的に協調して行動する者」に当たるか否かを判

定するための基準として用いることとする。 

※認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべき主体

を含む。以下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素に加え、下記の各

項目の要素に加え、認定対象者と当社の特定の株主との間での意思の連絡が「ない」こ

とを窺わせる直接・間接の事実の有無についても勘案した上で、総合判断の方法により

行われるべきものとする。 

※ 以下、「当該特定株主グループと当社の他の株主との間にその一方が他方を実質的に支

配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」を樹立する行為に該当す

るかを認定する際の「当該特定株主グループ」、ある者の「関連者」を認定する際の当該

「ある者」、それらの親会社及び子会社、並びに、それらの役員及び主要株主を、あわせ

て「特定株主グループ等」という。 

 

(1)当社株式等を取得している時期が、特定株主グループ等による当社株式等の取得または

重要提案行為等の当社経営支配権の実質的な取得又は当社経営への実質的な影響力の獲

得に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか。 

 

(2)取得した当社株式等の数量が相当程度の数量に達しているか。 

 

(3)当社株式等の取得を開始した時期が、特定株主グループ等による当社株式等の取得の開

始、当社に対する経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明など、特

定株主グループ等による当社経営支配権の実質的な取得又は当社経営への実質的な影響

力の獲得に向けた行動が開始された時期に近接し、または本方針に係る議題を目的事項

に含む株主総会の基準日など、特定株主グループ等の行動に関連するイベントと近接し

ているか。 

 

 



 

 

(4)市場における当社株式等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比して著

しく出来高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰した

りする時期）において、時期を同じくして当社株式等を取得しているなど、特定株主グ

ループ等による当社株式等の取得の時期及び態様（例えば、信用買い等を駆使している

かどうか。）の特徴との間に共通性がみられるか。 

 

(5) 特定株主グループ等が株式等を取得している（または取得していた）他の上場会社の

株式等を取得していたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が特定株主グループ

等のそれと重なり合っているか。 

 

(6)上記(5)の重なり合う期間において、当該他の上場会社（特定株主グループ等とともに

認定対象者が株主となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行使が特定

株主グループ等のそれに同調したものであったか。同調したものであったとした場合に、

その株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度

か。 

 

(7)上記(5)記載の当該他の上場会社において、認定対象者及び特定株主グループ等（なら

びに当該認定対象者以外の者で特定株主グループ等と同調して議決権等の共益権の行使

を行った株主がいる場合には当該株主）による議決権等の共益権の行使の結果、取締役

その他の役員の選解任が行われた場合において、当該変更後の役員の在任期間中に当該

他の上場会社において企業価値または株主価値の毀損のおそれ（例えば、重大な法令違

反に該当する事象の発生またはそのおそれのある事象の発生、上場廃止、特設開示注意

銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続、大規模な希釈化を伴う株式または新株予約

権の発行）が生じているか。生じているとして企業価値または株主価値の毀損のおそれ

はどの程度か。 

 

(8) 特定株主グループ等との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在

しているまたは存在していたことがあるか。 

 

(9) 特定株主グループ等との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係な

ど準じる関係を含む。以下同じ。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの

中における人的関係が存在しているまたは存在していたこと、ならびに、一方が他方の

従業員、組合員その他構成員であるまたはあったことがあるなどの人的関係が存在する

か。 

  

 

 



 

 

(10)当社に対する株主権（共益権）の行使が特定株主グループ等のそれに同調したもので

あったか。同調したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使

の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か（なお、この(10)を唯一の根拠とし

て「特定株主グループ」、「大規模買付等」又は「関連者」と認定してはならないものと

する。）。 

 

(11)当社の事業や経営方針に関する言動等が特定株主グループ等のそれと類似しているか。

類似している言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、

その類似の程度はどの程度か（なお、この(11)を唯一の根拠として「特定株主グループ」、

「大規模買付等」又は「関連者」と認定してはならないものとする。）。 

 

(12)その代理人やアドバイザーが、特定株主グループ等のそれと同じ事務所、法人、団体

に属しているもしくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同な

いし連携して遂行したことがある、及び／または親族関係その他の人的関係があるなど、

特定株主グループ等との間において意思の連絡が容易となるような関係を有しているか

（直接的なものであると間接的なものであるとを問わない。）。 

 

(13)その他、特定株主グループ等との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の

事実はあるか。 

以上 



 

 

別添 

 

本方針の概要 

 

大規模買付者等の出現 

 

 

本方針を遵守する場合  本方針を遵守しない場合 

 

 

独立委員会  独立委員会 

 

本方針に定める要件に照らし、

実施または不実施を勧告    

原則として本方針の

実施を勧告      

 

取締役会  取締役会 

 

 

株主意思確認総会 

 

 

本方針の不実施  本方針の実施 

 

 

＊上記フローチャートは、本方針の概要をわかりやすく説明するための参考として作成された

ものであり、本方針の詳細内容については、プレスリリース本文をご参照下さい。 

 

 


